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リヴテックス佐世保中央（LiB-TEX）運営規約 

 

第一条（会の目的） 

本会は、会員相互の協力、協調を基に、「より良い終活の為のサポート」をキーワードとし、高齢

者支援ボランティア活動（終活、空家対策セミナー、成年後見制度についての講演会など）、及

び、骨髄バンク関連広報・白血病支援募金等のボランティア活動を通じ、地域社会に対し、福

祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

第二条（名   称） 

本会の名称を以下のとおりとする。 

リヴテックス佐世保中央（英表記 LiB-TEX） 

 

第三条（設 立 日） 

本会の設立日を以下のとおりとする。 

平成 29年 4月 1日 

 

第四条（事務局所在地） 

本会の事務局を以下に置く。尚、事務局を本会の住所地とする。 

〒857－1165 長崎県佐世保市大和町 5－9 

 

第五条（会 員・会 費） 

この会は、第一条に係わる関係者をもって会員とする。 

また、会員となるものは、会の活動費として、年会費を下記の通り納めるものとする。 

①見守り会員 無料 見守りサービス会員 

②活動会員 1,000円 当団体の活動を共に行う会員 

③協賛会員 企業・団体 (一口) 4,000円 

個人      (一口) 2,000円 

当団体活動を支持し、支援する企業・

団体、個人の会員 

年会費の納金については、一括払いの場合は、毎年 3月 31日迄に、年度途中に入会したも

の及び、協賛会員に関しては、入会時に納金するものとする。 



 

第六条（役   員） 

この会は、以下の役員を置く。 

代  表    1名 

副代表    1名 

補佐役     1名 

監査役     1名 

 

 

第七条（代   表） 

代表は、会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は、代表を補佐し、代表が欠員の時は、代

表の職務を遂行する。又、代表は、帳簿の作成、事業報告書及び、収支報告書の作成を行うも

のとする。 

 

第八条（副 代 表） 

副代表は、ボランティア活動における会員全体の調整役としての職務を遂行する。 

 

第九条（補 佐 役） 

補佐役は、副代表の補佐とし、ボランティア活動における会員全体の調整役を行う。 

 

第十条（監 査 役） 

監査役は、会の活動及び、財産の状況を監査する。 

 

第十一条（運   営） 

本会は、第一条の目的を達成するために、必要な活動を行う。 

 

第十二条（役員選定） 

役員の選定は、総会時に会員（役員含む）による選挙によって決定されるものとする。 

 

 



 

第十三条（規約改正） 

本会の運営に規約改正が必要な場合は、会員の話し合い（総会）により定める。 

 

第十四条（総 会・臨時総会） 

総会は、年 1回、3月に行うものとし、会員の過半数以上の出席が無ければ、開催できない。 

第十一条に係わる内容、及び、その他、会の活動において緊急的に決議しなければならない内

容が発生した場合については、会員全体の 2／3の参加により、臨時的に総会を開くことが出来

るものとする。（臨時総会） 

 

尚、総会では、以下の事を議決する。 

①会則の変更 

②解散 

③活動内容の変更 

④事業報告及び、収支決算 

⑤第十一条の内容、及び、役員の解任 

⑥その他、会の運営に関する重要事項 

 

第十五条（議事録） 

総会等の議事については、議事録を作成する。 

 

第十六条（事業報告書） 

代表は、毎事業年度終了後 1 ヶ月以内に事業報告書を作成し、監査を経て、 

総会の承認を得なければならない。 

 

第十七条（収支報告） 

収支報告は、年一回、3月（総会時）に行うものとする。 

 

第十八条（事業年度） 

本会の事業年度は、4月 1日に始まり、翌年 3月 31日迄とする。 

 



 

第十九条（退  会） 

退会は、会員は役員に、役員は代表に、その旨を、意思表示すれば足りるものとする。 

又、会員が次のいずれかに該当するときは、退会したとみなす。 

①本人が死亡したとき。 

②会費を 1年以上納入しないとき。 

③その他、会則に従わない、又、名誉を傷つけるような行為、又は、各種損害を与えた、 

若しくは与えるような行為をした者。 

 

附則 

1. 会の役員は次の会員とする。 

※ホームページ掲載用はプライバシー保護の観点から住所・氏名を伏せさせて頂いております。 

 

[代  表] 長崎県長崎市桜の里 2-7-10          川島 了 

 

[副代表] 長崎県佐世保市大和町 5-9           吉川治輝 

 

[補佐役] 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 1070-24  小林崇雄 

 

[監査役] 長崎県佐世保市折橋町 326-12          佐々木瑞枝 

 

2. この規約は、リヴテックス佐世保中央 設立日である 2017年 4月 1日より施行する。 

 

 

 

この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明いたします。 

 

 

平成 29年 4 月 1 日 

 

    長崎県長崎市桜の里 2丁目 7番 10号 

    リヴテックス佐世保中央（LiB-TEX） 代表     川 島   了        

 

 


